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重要事項説明書 

（通所介護・介護予防通所サービス） 

通所介護サービス・介護予防通所サービスの提供開始に当り、厚生労働省令 37

号第 8条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は、次のとおりです｡ 

１.利用対象の事業所概要 

事業所名称 コープあいち デイサービス蒲郡 

所在地 愛知県蒲郡市水竹町横枕３番地１ 

介護保険指定事業所番号    ２３７３３００５２０ 

電話番号（代表） 

FAX 

   ０５３３-６７-１８３５ 

   ０５３３-６７-１８１２ 

管理者       倉地 京 

サービス提供地域 蒲郡市全域、幸田町一部 

 

2.生活協同組合 コープあいちの概要 

事業所名称 生活協同組合コープあいち 

主たる事務所の所在地 名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀 25番地の 1 

法人種別 消費生活協同組合 

代表者名 代表理事 理事長  森 政広 

電話番号（代表） ０５２－７０３－１５０１ 

 

3.事業所の職員体制等 （２０２４年８月１日現在） 

職種 人員 

管理者 １名 

生活相談員 1名以上 

看護師 1名以上 

介護職員 5名以上 

機能訓練指導員 
2名以上 

調理職員 
２名 

清掃員 1名 
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4.営業時間 

営業日 営業時間 

月～土曜日営業、日曜日休日 

年末年始休日：12月 30日～1月 3日 
午前８時３０分～午後５時 00分 

5.利用定員   ３４名 

6．事業の目的・運営方針 

事業の目的 利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、援助・支援することを目

的とします。 

運営方針 （１）利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 

（２）利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生

活機能の維持又は向上を目指します。 

（３）事業の実施に当り、行政、地域包括支援センター、居宅

介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿

密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

7．サービスの内容    

（１）「通所介護サービス・介護予防通所サービス」は、事業者が運営する特定

の施設に通って、当該施設において、入浴及び食事の提供（これらに伴う介

護を含む）生活等に関する相談・助言・健康状態の確認、その他利用者に必

要な日常生活上の世話、並びに機能訓練を行なうサービスです。 

（２）事業者は、次の施設及び日程によりサービスを提供します。 

（３）サービス提供に当たっては、別添の「通所介護計画書」又は個別計画書に 

沿って提供します。 

＜サービス提供の施設＞ 

施設所在地 愛知県蒲郡市水竹町横枕３番地１ 

施設名  コープあいち デイサービス蒲郡 

電話番号   ０５３３－６７－１８３５ 

＜ご利用時間・曜日等について＞ 

サービス提供日  月～土 （年末年始休日 12月 30日～１月 3日） 

サービス提供時間 （通所介護） 午前 9時 45分～午後 3時 45分 

サービス提供時間 （介護予防） 午前 10時 30分～午後 3時 00分 
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8．サービス提供の記録 

（１）事業者は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めた｢通所介護記録 

書｣「個別計画書」等の書面に必要事項を記入し、記録する事とします｡ 

（２）事業者は、「通所介護記録書」等の記録を作成したあと、契約終了後５年

間はこれを適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、または、実費負

担によりその写しを交付します｡ 

9．サービス提供の責任者 

（１）サービス提供の責任者は、次のとおりです。 

      管理者  氏名：倉地 京   連絡先（電話）0533-67-1835   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

10．利用料金と利用者負担金 

（１）利用者の方からいただく利用者負担金は、次のとおりです。 

①介護予防通所サービス料金（要支援１,２の方） 

 利用者負担 １ヶ月分 

通所型独自サービス費 

要支援 1 
要支援２      

（週 1回程度） 要支援２ 

１，７９８ １，７９８ ３，６２１ 

通所型独自サービス提供体

制加算Ⅰ 
８８ １７６ 

通所型独自サービス科学的

介護推進体制加算 
４０ ４０ 

生活機能向上グループ活動

加算 
１００ １００ 

※利用者負担は自己負担割合に応じた額になります。 

地域区分加算（１単位：10.14円） 処遇改善加算Ⅰ（9.2%）が追加されます。 

②介護給付通所介護料金 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本単位 ５８４ ６８９ ７９６ ９０１ １，００８ 

入浴介助加算Ⅰ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

入浴介助加算Ⅱ ５５ ５５ ５５ ５５ ５５ 

サービス提供体

制強化加算Ⅰ 
２２ ２２ ２２ ２２ ２２ 

個別機能訓練 

加算Ⅰ（ロ） 
７６ ７６ ７６ ７６ 76 

個別機能訓練 

加算Ⅱ 
２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

科学的介護推進

体制加算 
４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

※利用者負担は自己負担割合に応じた額になります。 

地域区分加算（１単位：10.14円）処遇改善加算Ⅰ（9.2%）が追加されます。 
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③その他利用者負担料金 

 昼食代 レク企画 紙おむつ代 
尿とり 

パット代 
衣服洗濯代 

利用者負

担料金 
６９０円 実費 １５０円 ５０円 ２００円 

＊ 自立支援のための各種企画を準備していますが、有料の企画（利用者負担）

もあります。事前にご説明し、合意を得てご参加いただきます。 

 利用者負担金の支払方法 

基本は、自動引き落としによる支払いをお願いします。 

（ご指定の金融機関の口座から毎月１回引き落とします） 

ご都合で自動引き落とし以外による支払方法については、ご相談ください。 

＊利用者負担金は、毎月当月末に締めて、翌月 27 日に利用者指定の金融機関口

座か ら引き落とします。（引き落としの際には事前に通知しますのでご確認

ください） 

11．秘密保持 

 （１）事業者、生活相談員、及び事業者の使用する者、看護師、送迎スタッフ 

等は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密に

ついて、利用者や第三者の生命・身体などに危険がある場合などの正当な理

由無く第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です｡ 

 （２）前項の規定に関わらず、事業者は、介護保険法（総合事業）に関する法 

令に従い、利用者の居宅サービス計画（介護予防ケアプラン）に基づき、指

定居宅サービス等を円滑に、効果的に実施する為に行なうサービス担当者会

議等において、必要最低限の、利用者及びその家族状況等の個人情報を使用

します。 
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12．キャンセル 

（１）利用者がサービスの利用内容を中止する場合には、速やかに次の連絡先 

までご連絡ください。 連絡先（電話）０５３３－６７－１８３５             

（２）利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用 

の前々日までにご連絡下さい。前日又は当日キャンセルは、次のキャンセ

ル料を申し受けることになりますので、ご了承ください（ただし、利用者

の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料を

いただかない場合もあります） 

（３）キャンセル料は利用者負担金の支払いと合わせてお支払いいただきます。 

キャンセル内容 キャンセル料 備考 

サービス当日 利用当日の場合のみ  1回  690円  

13. 相談窓口・苦情対応 

○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします｡ 

＜相談時間 午前８時３０分～午後５時 00分＞ 

生活協同組合・コープあいち  

デイサービス蒲郡 管理者 倉地 京                

電話  ０５３３－６７－１８３５ 

FAX   ０５３３－６７－１８１２ 

＊サービスについて御相談や不満がある場合には、どんなことでもお寄せ下さい。 

○ 公的機関においても苦情申し出などができます｡ 

公的機関名 電話番号 

東三河広域連合  介護保険課 ０５３２－２６－８４７１ 

愛知国民健康保険団体連合会 ０５２－９７１－４１６５ 

幸田町介護保険相談窓口 福祉介護課 ０５６４-６３-５１１２ 

 

14．事故発生時、緊急時の対応 

  ○家族、主治医、介護支援専門員、東三河広域連合などへ連絡を迅速に行な

い、適切な対応をします｡ 

○ 事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害

を及ぼした場合にはその損害を賠償します｡ 
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○ コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関す

る総合保障制度に加入しています。 

15.第三者評価の実施状況 

 提供するサービスの第三者評価はありません。 

16．虐待の防止 

〇事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる 

  とおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 (管理者・倉地 京) 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知

徹底を図っています。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）従業者に対する虐待防止を啓発普及するための研修を実施しています。 

17．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するた 

め緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行 

為を行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の 

状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の 

周知徹底を図ります。 
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（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備するとともに、従業者に対し、研

修を実施します。 

 

18．BCP計画の策定 

（１）自然災害（台風含む）が事業所内で発生した場合において、事業を継続 

するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実 

行できるよう準備すべき事項を定めています。 

（２）新型コロナウイルス感染症同様の2類相当の感染者(感染疑いを含む)等が 

事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業 

所の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実 

行できるよう準備すべき事項を定めています。 

19.カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があっ

た際には、サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊

厳や人格を傷つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ

行為及びストーカー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為。 
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20．その他 

（１）サービス従事者に対する贈り物や飲食のもてなしは一切ご遠慮させてい

ただきます。また、飲食のご持参や利用者同士の贈り物は一切ご遠慮下さい。 

（２）施設ご利用の際ご持参いただくものは別途ご説明いたします。 

21．介護サービス情報公表について 

 「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本データとサービス提供の現

状が閲覧できることになりました。下記のホームページより閲覧ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

 

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

 

愛知県 | 介護事業所検索「介護サービス情報公表システム」 

 

検索 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=1ZKr82VV3iiwUxRhUsTeAPSHHuFTG0rSdpG395wPC9LOWoP4Ku8REfow_1OYGfQl2tZDcrtW0E6IZhG51_bg9yz5wvsdf3NHTtIaGuFcN_BdPkMx8.5OB2rmwI0BDmPPnDo6rTaL5neiw21bhsrEjuxdT8QbHwtsRqXNl.KXS8eHul83.NYJnT.Or.XnR7jD76ertOJpC8AIfQ--/_ylt=A3xTpn7KKipTIUYBJ6mDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11i5mkp8g/EXP=1395373194/**http%3A/www.kaigokensaku.jp/23/

